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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月14日(2016.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
テクトリゲニン類及び人工甘味料を含有することを特徴とする組成物。
【請求項２】
人工甘味料がアセスルファムカリウム、アスパルテーム、スクラロース、ステビアから選
ばれる少なくとも１つを含有することを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
テクトリゲニン類及び人工甘味料を含有することを特徴とする容器詰め飲料。
【請求項４】
人工甘味料がアセスルファムカリウム、アスパルテーム、スクラロース、ステビアから選
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ばれる少なくとも１つを含有することを特徴とする、請求項３に記載の容器詰め飲料。


	header
	written-amendment

